
あらかじめ準備すべきもの

登録の届出

メールアドレス

本人確認資料

パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付身分証のいずれかを持参して
ください。 ※住所の記載がない場合には、上記に加えて、住民票の写しも持参してください。

印鑑登録証明書及び登録印を押印した届出書を郵送してください。

① 窓口で提示して行う場合

② 郵送で行う場合

mintsアカウント 登録ガイド（一般個人編）

最寄りの裁判所窓口で届出

裁判所ウェブサイト上の
Formsを利用して届出

次のいずれかの方法により
メールアドレスを裁判所に提供し、
アカウント登録を届け出てください。

必要事項の入力

裁判所からmintsアカウント登録の
ための招待メールが送信されます。

本人確認手続

裁判所に郵送する場合

裁判所に来庁する場合

利用者登録画面で必要事項を入力し
てください。
（入力上の留意事項は次スライド参照）

招待メールに記載されたURLから、
mintsにアクセスし、
「サインイン」→「今すぐサインアッ
プ」とクリックしてください。

最寄りの裁判所に来庁して、本人確認資料
を提示してください。

印鑑登録証明書及び登録印を押印した届出
書をPDF化して、mintsにサインインし、ア
カウント設定画面の所定欄にアップロード
してください。

最寄りの裁判所に上記各書面の原本を郵送
してください。

登録手続

本人確認資料の審査手続が完了すると、登録が完了し、その旨のお知らせがメールにより通知されます。STEP４

Formsはコチラ
（後日追加予定）

お近くの裁判所はコチラ ①

②
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STEP

個人が管理するメールアドレスを用意してください。メーリングリスト等は利用できません。

希望する本人確認の方法に
応じて、次のとおりの本人
確認資料が必要となる。

電話番号
サインインのための二段階認証用の電話番号を用意してください。固定電話でも携帯電話でも
かまいません。

mints操作説明動画～サインアップ編～

（※「登録印を押印した届出書」の書式は後日、裁判所ウェブサイトに掲載予定です。）

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=s2kRP8NgyoY&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=11&pp=iAQB
https://www.youtube.com/watch?v=s2kRP8NgyoY&list=PLS5EiOIcY5OcQ5EtZRtvEi5akfa4tH2Kw&index=11&pp=iAQB


mintsアカウント 登録ガイド（一般個人編）

mintsアカウント入力上の留意事項

利用者登録画面

メールアドレス

パスワード

氏名

生年月日

住所

電話番号

招待メールの送付を受けたメールアドレスを入力し、
「確認コードを送信」ボタンをクリックしてください。
その後、そのメールアドレスに通知された確認コードを
入力してください。

１０文字以上６４文字以下で、英大文字、英小文字、数
字及び記号をすべて使用して作成してください（半角英
数字）。

本人確認資料で確認できる氏名を記載してください。
※本人確認資料で確認できる旧姓でも差し支えありません。

本人確認資料で確認できる生年月日を記載してください。

本人確認資料で確認できる住所を１００文字以内で記
載してください（すべて全角）。

連絡をとることができる電話番号を記載してください
（半角数字）。

氏名・生年月日・住所は、登録後、自身で変更することができないため、
誤りがないか必ずご確認ください。

※

※ 詳しくは、利用者登録画面の左側の注意事項をご確認ください。

末尾に「（送達場所）」と入力してください。
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